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島原市特産品認定制度「島原スペシャルクオリティ」の「認定申請の受付」開始について

本市では、市内の優れた特産品を認定する制度「島原市特産品認定制度 島原スペシャルクオリテ

ィ」を実施しています。

このたび、第 9期となる「認定申請の受付」を次の通り開始しましたので、お知らせします。

1 認定の対象となる特産品について

◎対象となる特産品
①農水産物
島原市内で生産されたもの

②加工品・工芸品

市内に本社又は本店若しくは支店等を置く業者、団体若しくは市民が生産したもの
◎申請できる方
認定の対象となる特産品を生産・製造または販売する権利を有する方

2 申請方法について

◎申請期限
6月 13 日 (月) まで

◎申請方法
所定の申請書に必要事項を記入の上、郵送または持参
※申請書等は、しまばらブランド営業課窓ロに設置又は島原市 HP からダウンロード可

3 審査について

認定審査会は、島原市特産品認定委員会によって実施。 6月 2 3日 (木) 開催予定

審査は、「独自性」、「商品性」などを総合的に評価します

4 その他

詳細 については、島原市公式 ホームペー ジ (http://www.city.shimabara.1gjp/) に掲載

トップページ「新着情報欄」に掲載
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